運営規程

宇治手話の会「茶だんご」（以下「本会」という）の運営規程は、会則に基づき運営上必要な細則を規程する。

名称について
昭和４９年(１９７４年)３月２９日に会員３名で宇治手話の会の名称で発足。その後、昭和５５年(１９８０年)名称を宇治手話の会「茶だんご」に改定した。

所在地について
宇治市宇治琵琶４５　宇治市総合福祉会館内　宇治手話の会「茶だんご」事務局とする。

目的について
手話を学び、ろうあ者との連帯を深め、私達の社会から差別や偏見をなくする為　努力すること。
そのために必要な学習と活動を行うことを目的とする。(信条)

会則について
会則の改定は、総会において総会参加の会員の過半数の賛成で決定する。
改定された会則は総会終了時より施行される。

会員について
原則として16歳以上の健聴者とする。
16歳未満の者については会員である家族が同伴し且つ会員の管理の下で本会の例会等行事への参加を認める。

総会について
年1回、定期総会を開催する。
定期総会では役員の改選・会則の変更等、本年度の活動報告・会計報告・会計監査報告・次年度の活動方針を発表し質疑応答の後、参加者の過半数の賛成を持って承認される。

役員について
本会には次の役員をおき運営する。
会長1名・会計1名・事務局1名とする。
上記以外に、学習部担当2名・ボランティア活動センター担当1名・ネット担当2名
京都府手話サークル連絡会担当1名・手話劇担当1名とする。(兼任も可）
役員の任期は1年間とする。改選は定期総会においておこなう。ただし再任を妨げない。
各担当は、担当する会議等に出席できない場合は、必ず電話・メール・ＦＡＸ等で会長または事務局にその旨を連絡すること。
役員会は例会終了後に随時開催する。

会費について	
会費は１年間1,800円とする。（1か月分ごとの支払いは不可とする）
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
年会費は年度始め(4月1日)より6月30日までを徴収期間とする。
途中入会の場合は入会翌月の1日を起算日として年度末(3月分)までの残月数×150円(1,800円÷12か月)を年会費として入会時に徴収する。
途中退会されても年会費は返還いたしません。

入会について
　　入会資格は原則として１６歳以上の健聴者とする。
ただし、学生(大学生は除く)については入会時、保護者の同意書を必要とする。
入会に際しては、本会が手話勉強会ではなくボランティア活動団体であることを説明すること。
　　入会に際してはボランティア保険への加入を確認するとともに未加入者に対しては加入を勧めること。
　　
退会について
会員は任意で退会することができる。。
年会費を3か月以上未納の場合は、会員以外と同等の扱いとなるため補助金等は受け取ることができない。
再入会はでききるが、本人からの申告(登録会員番号や入会年度)がない場合は、新入会員と同様の入会手続きが必要となる。

例会について
例会は毎週火曜日(祝日は休会）１９時３０分から２１時ころまで開催する。
場所は宇治市総合福祉会館。
ただし８月１３日から８月１６日の間の火曜日は休会とする。
と１２月２８日から１月７日までは休会とする。
各種気象警報が発令されたときは休会とする。
上記以外で休会する時は定例会で告知すると共にホームページに掲出する。

補助金について
会員が本会の承認する団体の開催する行事等に参加する際、役員会において認めた場合は参加費の２０％を補助金として当該会員に会計より支払うことができる。

　　会員が本会を代表としてボランティア活動に参加する際は、役員会において妥当と認めた金額を行動費として当該会員に会計より支払うことができる。

　　上記以外の活動についても申請により役員会において妥当と認めたものについては事前事後を問わず行動費として当該会員に会計より支払うことができる。
上記は、役員会での決定事項以外はすべて会員からの申請により役員会で決定する。

[bookmark: _GoBack]　　補助金の年間の上限額は、年会費を超えないこととする。

参加団体(個人も含む)より分配金等の払い戻しがなされた場合は、補助金を受領した当該会員は速やかに役員に報告し相当額を会計に戻し入れすること。

(対象となる事例)　
山城ろうあ者新年大会・暮らし集会への参加費等、ろうあ協会主催行事への参加費および要員参加など。
　　ボランティア活動センター主催の行事への要員参加など。
　　京都府手話サークル連絡会への本会の代表として議決権を有しての参加した時。
　　宇治市福祉まつり・ボランティアフェスティバル等への要員参加など。
　　宇治ネット会議・山城ネット会議への本会担当者としての参加した時。
(対象とならない事例)
会員の個人的な行事や会合(本会が承認していない行事)への参加費・交通費等、個人的な手話学習にかかる費用。

その他
本運営規程の改定は、役員会により協議し決定した後に記録を保存して施行する。

附則
本運営規程は、２０１７年７月１１日より施行する。

